
 Ⅰ．問題と目的

　現行の特殊教育諸学校学習指導要領（1999）

において、自立活動の指導および重複障害者の指

導に当たって、個別の指導計画を作成することが

規定されている。学習指導要領に個別の指導計画

の作成が義務づけられたことにより、様々な実施

上の課題を抱えつつも、小中学校特殊学級および

特殊教育諸学校において広く普及するようになっ

た。

　当初、個別の指導計画を実施する上で指針にな

った資料としては、ＩＥＰ調査研究会のＩＥＰ長

期調査研究報告書（1990）を挙げることができ

る。この中で、個別教育計画の理念として、①ノ

ーマライゼーション志向の重視、②ライフスタイ

ルの重視、③親の参加、④指導内容の個別化を挙

げ、米国のＩＥＰに基づいたシステムを提起して

いる。その後、各都道府県において個別の指導計

画作成の手引きなどが作成され（例えば、東京都

教育委員会）、全国の小中学校の特殊学級や特殊

教育諸学校に普及した。この普及の中で、上記の

①から④の視点の比重の置き方が様々な個別指導

計画の様式が使用されているのが現状であろう。

しかし、大方の個別の指導計画では、保護者の希

望を取り入れたり、指導の個別化を図っているこ

とが予想される。

　2006 年６月に学校教育法等が一部改正され、

2007 年４月から特別支援教育の制度が発足す

る。この方向づけを行った「今後の特別支援教育

の在り方について」（文部科学省，2003）の基本

的な認識の節では「教育の方法論として、障害の

ある児童生徒一人一人の教育的ニーズを専門家や

保護者の意見を基に正確に把握して、自立や社会

参加を支援するという考え方への転換が求められ

ている」とし、基本的方向と取組の節では「障害

の程度等に応じ特別の場で指導を行う『特殊教育』

から障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズ

に応じて適切な教育的支援を行う『特別支援教育』

への転換を図る。」と記されている。また、この

答申で新たに提起された個別の教育支援計画と共

に、個別の指導計画および個別の移行支援計画は、

障害のある児童生徒の視点に立った各種教育的支

援のより効果的・効率的な実施のためにあると位

置づけられている。この答申の文言から、特別支

援教育の制度に移行する中で、自立や社会参加を

支援するために、一人一人の教育的ニーズをアセ
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スメントし、指導計画を具体化する方法論が求め

られていると考えられる。個別の指導計画は、特

別支援教育の制度の前から使用されているもので

あるが、新たな視点から個別の指導計画を見直し、

効果的な道具にする必要があると考えられる。

　中央教育審議会特別支援教育委員会答申「特別

支援教育を推進するための制度の在り方につい

て」（2005 年 12 月）では、特別支援教育の理念

と基本的な考え方の節において、「これまでの『特

殊教育』では、障害の種類や程度に応じて盲・聾・

養護学校や特殊学級といった特別な場で指導を行

うことにより、手厚くきめ細かい教育を行うこと

に重点が置かれてきた。」と評価しつつも、「『特

別支援教育』とは、障害のある幼児児童生徒の自

立や社会参加に向けた主体的な取組を支援すると

いう視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的

ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学

習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導

及び必要な支援を行うものである。」と述べてい

る。本稿では、この答申の中の「自立や社会参加

に向けた主体的な取組を支援する」という文言の

具体的な手立ての一つとして、幼児児童生徒の自

己決定（長澤，2003）を尊重すると共に保育や

教育の中で自己決定の能力を育成することである

と考える。

　また、第６章「関連する諸課題について」にお

いて、「個別の教育支援計画及び個別の指導計画」

について触れ、個別の指導計画と同様に、今後個

別の教育支援計画を学習指導要領に位置づけるこ

となどと記されている。この答申の第２節「障害

者施策を巡る国内外の動向」において、1993 年

の国際連合総会で採択された「障害者の機会均等

化に関する標準規則」、1994 年の「特別なニー

ズ教育に関する世界会議」および「サラマンカ宣

言」にも言及している。

　以上のことから、現行の学習指導要領および特

殊教育の制度の下でも、個別の指導計画の作成に

当たって、保護者からの要望を取り入れることや

指導目的、内容、指導法の個別化がなされてきた

が、特別支援教育の制度の下では、この２点を推

進すると共に、更にノーマライゼイションおよび

特別ニーズ教育の観点を含め、より質の高い個別

の指導計画の作成が求められると考えられる。

　Browder（2001）の個別教育計画（ＩＥＰ）

および個別カリキュラムを作成法は、エコロジカ

ルな査定と個人中心計画を取り入れることで、本

人および家族の価値・希望や本人の自己決定に基

づきながら、通常教育への質の高いインクルー

ジョンと現在および将来の子どもの生活に必要

なスキルの育成を目指している。本稿は、この

Browder（2001）をベースにし、特別支援教育

という新たな制度に対応し我が国の現状に即した

個別の指導計画・個別カリキュラムの作成法の骨

子を提起することを意図している。

　Brown et al.（1979）は、エコロジカルな査定

はスキルの育成のための “ トップダウン ” のアプ

ローチであり、短期目標の選定法であるとしてい

る。エコロジカルな査定では、将来および現在の

生活の質を維持したり高めるために、教師が指導

の領域と内容を検討する。将来の生活に必要な領

域とは、家庭生活、レジャー、地域、学校および

職業の領域などである。家庭生活の領域には、洗

顔などの身繕い、着脱、家の雑用、調理などのス

キルが含まれる。レジャーは、地域、学校、家庭

で行う遊びのスキルなどである。地域の領域は、

道路の横断、公共交通機関の利用、お店での買い

物、レストランでの食事、施設の利用などのスキ

ルである。学校の領域は、特別支援学校だけでな

く小中学校での学習に必要なスキルなどが含まれ

る。職業領域は、実習や作業などのスキルである。

我が国においても、以前より養護学校や特殊学級

で指導内容表などの名称で、機能的なカリキュラ

ムが開発されてきた。これを基にして、指導内容

の大枠を決めることができる。

　エコロジカルな査定は、次の５つのステップか

ら成り立っている。

①短期目標を作成する指導内容の領域を決める。

②現在と未来の日常の環境を確定し、その環境を

調査する。

③その環境を、より細かな下位クラスの場面に分
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ける。

④それぞれの下位クラスの場面の中で展開される

活動を明らかにする。

⑤これらの活動を遂行するために必要なスキルを

明らかにする。

このような手順を通して、指導する領域・その下

位の環境および場面、その場面に含まれる活動と

必要なスキルを特定化する。この最後に導かれた

スキルが短期目標になる。

　Brown & Snell（2000）によれば、個人中心計

画（Person-Centered Planing）は、自分の要望や

ニーズをなかなか伝えることができない重度の障

害がある人のために、特に効果的である（Cohen，

1998）。この計画では、障害のある人とその家族

が計画の作成過程の中心に置かれ、教育内容と支

援方法を決定する中心的要因は、障害のある人と

その家族の希望や夢であるとしている。

　個人中心計画の様々なプログラムが開発されて

おり、それぞれ特色を異にしているが、個人の生

活において達成すべき目標として、次の５つの点

を挙げている（Kincaid，1996）。

①現在も将来も地域で生活するため

②満足のある人間関係を作り、維持するため

③日常生活で好みと選択を行うため

④責任ある役割を果たし、自尊心をもち過ごす機

会を確保するため

⑤個人的な能力を持続的に発達させ続けるため

　本人中心計画では、教師、本人、家族や本人

をよく知り今後支援を期待できる人などが集ま

り、会議を行う。この会議のステップとその会議

で検討される事項は、次の通りである（Mount & 

Zwernik，1988）。

①当該の障害のある人に関するプロフィルを作成

すること。この際、その人のできないことと障害

だけに焦点を当てるのでなく、その人の才能、良

いところ、スキルなどに焦点を当てる。

②その人のための計画を開発する

③その人の生活の質を改善するために、関係者が

役割を決める。

　すでに、エコロジカルな査定と本人中心計画を

取り入れた個別カリキュラムの作成方法がいくつ

かある（Giangreco, Cloninger, & Iverson, 1998,  

Campbell, P. C., Campbell. C. R., & Brady, M. P. 

1998, Browder, D. M., 2001）。　

　本稿の目的は、中重度の発達障害の幼児児童生

徒を対象とした Browder（2001）をベースにし、

エコロジカルな査定と本人中心計画を取り入れ、

しかも我が国の現状に合った個別の指導目標およ

び指導計画の作成法の骨子を作成することであ

る。

Ⅱ．個別の指導計画の作成法
１．査定と指導目標の設定法（表１参照）

　エコロジカルな査定と個人中心計画の手法を導

入した個別の指導計画の作成法は、５つのステッ

プから構成される（Browder，2001）。しかし、

本稿では、第４番目と第５番目のステップをまと

め、４つのステップにした。第５番目のステップ

は、第１から４番目のステップの結果から、アセ

スメントの文書と個別教育計画の原案を作成し、

個別教育計画の会議に提出する公文書を作成する

ステップである。しかし、この第５番目のステッ

プは、我が国の現状では必要ないステップである

と判断し、まとめた。

１）第１ステップ：対象の子どもについて既に集

められた情報を要約する

　指導計画を立てる最初のステップは、子どもの

実態を把握することである。まず、子どもについ

てすでに収集保存された情報を活用することが実

際的で、効果的な手順である。

　過去の情報を改めて見直す場合、配慮すること

は「欠陥発見」の観点からか「能力発見」の観点

からか、いずれの観点から過去の情報を整理する

かによって、査定報告の内容が大きく変わること

である。Linehan & Brady（1995）によれば、教

師は、子どもの査定記録のいかんにより、ＩＥＰ

の短期目標の設定に影響を受ける。昨年度の個別

の教育計画やその他の査定記録を眺めると、しば

しば、否定的な記述、できないことの記述が大半

を占めることがあるが、このような場合には、
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「能力発見」の観点から、批判的に読み直す必要

がある。子どもの得意なこと、好きなことを積極

的に過去の記録から引き継ぐことにより、本人中

心計画の理念を反映することになる。

　昨年度の個別の指導計画の目標および評価を検

討し、今年度の目標設定の資料とする。この際、

客観的なデータのある評価は目標設定に実際的に

参考となる。大多数の目標は抽象的なことが多く、

そのため進歩しているかどうかの評価も漠然とし

た記述が多い。従って、そのまま、前年度の目標

を継続するのでなく、今年度の目標設定の参考資

料の一つと位置づけるのが妥当である。

　過去の情報の中には、医学的な配慮事項など生

活や指導上配慮を要する事項も含まれており、こ

のような情報は今年度の査定報告の中に生かす必

要がある。

２）第２ステップ：本人、家族などと話し合い、

個人中心計画を作成する。

　第２のステップは、個人中心計画の手法を取り

入れ、個別の指導計画に本人および家族のニーズ、

要望や希望を反映されるための過程である。会議
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の場所と日程は、子どもの自宅でも学校でもよい

が、両親の都合を考え設定する。

　この会議では、①子どもの長所や得意なこと、

特徴的なことやその子らしいこと、②好きなこと・

嫌いなこと、③子どもの生活史、④家族が大切に

していること、⑤子どもに対する期待や将来の夢、

⑥学校の教育活動の中で期待していることなどに

関する情報を得ることを目的としている。

これらの情報は、個別の指導計画の内容の選択や

優先順位をつける時に、指針となるものである。

３）第３ステップ：本人の自己決定を促す

　教育は、子どもの現在の生活および将来の生活

の質を確保する手段の一つであると言い表すこと

もできる（Browder，2001）。生活の質の要素と

して、社会的関係、個人的満足、就労、自己決定、

余暇、個人的な能力、自宅、ノーマライゼーシ

ョン、支援サービス、個人的な発達、社会的な受

容と地位、物質的な豊かさ、市民の責任などを挙

げられている（Hughes, Hwang, Kim, Eisenman, 

and Killian, 1995）。この中で、Browder（2001）

は、自己決定が最も重要な要素であるとしている。

しかし、発達障害のある子どもの場合、保護者や

教師は自己決定に必要な判断力がないと判断した

り、自己決定の結果の失敗を恐れ回避するために、

発達障害のある子どもの自己決定の機会を制限す

ることが多いと考えられる。特別支援教育の背景

やその理念「‥自立や社会参加に向けた主体的な

取組を支援する‥」からも、自己決定の機会を個

別の指導計画を作成する作業に取り入れたり、自

己決定を指導目標や内容として取り上げることが

重要である。

　子どもが言語的なやりとりを行える場合には、

①子どもの長所や得意なこと、特徴的なことやそ

の子らしいこと、②好きなこと・嫌いなこと、③

子どもの生活史、④家族が大切にしていること、

⑤子どもに対する期待や将来の夢、⑥学校の教育

活動の中で期待していることなどに関する情報を

得るために、本人と直接話し合いをすることが考

えられる。

　言語的なコミュニケーションがとれない子ども

の場合には、好みの査定を行う。この好みの査定

とは、①系統的な好みの査定、②子どものことを

よく知っている人から情報収集、③チェックリス

トでの収集などを通して実行される。

４）第４ステップ：個別の指導計画（カリキュラ

ム）を作成する。

　一人ひとりの子どもに合わせた教育的ニーズを

明らかにするためには、①指導内容（カリキュラ

ム）に関するチェックリスト、②エコロジカルな

調査、③ディスクレパンシー分析（discrepancy 

analysis）、④機能的査定（行動問題がある場合）

を行う。

　学校の場合、すでに学校で指導内容表のような

ものがある場合には、それを活用する。もし、そ

のようなものが見あたらない場合には、発達障害

児の将来と現在の生活に関連した指導内容表（カ

リキュラム）を入手する必要がある。軽度の発達

障害の子どもの場合には、教科に関する査定もあ

るが、中重度の発達障害の子どもの場合には、機

能的なスキル、つまり将来と現在の生活に役立つ

スキルに関する査定を行う。

　指導内容表（カリキュラム）を入手したら、そ

れに沿って間接的な査定を行う。査定の順番とし

ては、まず広範囲な領域について査定を行い、そ

の後限定された環境について、より具体的で狭い

範囲の査定を行う。

　指導内容に関するチェックリストでは、おおよ

その現在の達成水準を明らかにすると共に、ステ

ップ１，２で明らかになった本人および家族の優

先順位を考慮し、優先順位の高い指導内容の領域

を特定していく。

　次に、エコロジカルな調査を実施する。これ

は、優先順位の高い指導内容を指導する場面を特

定し、その場面のルーティンを検討することであ

る。また、そのルーティンでどのようなスキルが

必要か検討する。また、どのような教育的支援が

必要かを検討する

　第三に、ディスクレパンシー分析を行う。この
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分析を通して、指導目標となるスキルを特定化す

ることができる。つまり、各場面のルーティンで

通常の行動のやり方を列挙し、次に対象の子ども

がどのように行動するかを隣に列挙する。通常の

行動のやり方と対象児の現在の行動レベルとを対

比し、その違いから当面の指導目標を決定するの

である。場合によっては、子どもに合わせて、ル

ーティンを修正することもある。

　これらの手順を通して、個別の指導計画（個別

カリキュラム）の短期目標を作成することができ

る。なお、子どもが行動問題を有しする場合には、

更に機能的査定を実施する。

　以上が、短期目標の作成過程である。次に、短

期目標を達成するためにどの指導方略を選択し、

指導計画するのか、その手順について述べる。

２．個別の指導計画の作成法

　指導は、図１のように整理できる（Browder，

2001）。①自然な支援（natural support）とは、

学校、地域、家庭、実習先などに児童生徒が参加

するとき、それらの各場面で通常利用できる教育

的支援や資源のことである。具体的には、一斉授

業、個別の援助、自然な手がかりと結果、仲間の

援助、メディアや補助機器である。

　発達障害のある子どもの支援では、まず各場面

で通常子どもたちが利用している資源が教育的支

援に活用できるか検討する必要がある。

　次の教育的支援の手立てとして、②環境の整備

がある。環境の整備とは、学級経営と同義である

が、学校以外の場面を含むために、環境の整備と

いう名称となっている。教室や教材の物理的配置、

スケジュールを管理することで、子どもの学習や

動作が向上する。自閉症の子どもの支援に焦点を

当てた TEACC Ｈ（佐々木，2004）の、視覚手が

かり、個別スケジュール、ワークシステムなどの

手立ては、環境の整備に当たる。その他、作業課

題の単純化、作業の動線や道具や材料の配置の改

善などがこの教育的支援に属する。

　③子ども自らが行う学習とは、子ども自身が行

う学習を支援する手立てである。刺激内プロンプ

トや永続的なプロンプトがこの分類に入る。永続

的なプロンプトの例としては、スクリプト（手順

書）、絵や写真などであり、このプロンプトを使

用することで他の人からの支援を受けずに、学習

や活動をやり遂げることができる。

　自然な支援から子どもが自ら行う学習までは、

指導者は直接子どもに教育的支援を行わない。そ

のため、子どもの自主性が尊重され教師の労力を

他の作業に効果的に配分することができるという

メリットがある。しかし、子どもたちは、指導者

からの直接的な指導を必要とする場合も多々あ

る。④系統的な教授とは、課題分析、プロンプト

とフェーディング、フィードバック（強化）を活

用する指導方略である。標的行動が、一つ一つ数

えられるかそれとも一連の行動の連鎖かで、ディ

スクリート試行と課題分析による指導に区分され

る。

　⑤その他の指導には、特定のスキルの反復練習

やある期間に集中的に特定のスキルを指導する集

中指導がある。

　図２は、標的スキルにあった系統的な指導計画

を選択、決定するために役立つ道具である。この
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計画用紙に、標的スキル、プロンプト法、フェー

ドアウトなどの指導技法を記入することにより、

短期目標（標的スキル）を達成するために効果的

で、効率的な指導法を熟慮することができる。図

３は、記録用紙である。この記録用紙の特徴は、

記録用紙に折れ線グラフを直接記入し、指導を自

己評価できることである。記録用紙の右端の列が

縦軸になっている。

３．指導の評価法

　評価の目的は、指導の妥当性を検討するためで

あり、Plan-Do-See のために欠くことができない

過程である。

　Browder（2001）の評価法は、①データの分

析、②指導効果の判定、③指導の継続か修正か終

了かの判断という３つのステップから構成されて

いる。
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　この評価法は、主として順序尺度として扱える

データを前提としている。数量化のために、評価

の対象となる標的スキルは観察可能な行動を条件

としている。標的スキルは、１試行、２試行と数

えられるディスクリート試行の場合か、課題分析

を通して複数の行動の連鎖に分割される場合であ

る。ルーティンのような場合でも、課題分析を通

して、量的な評価が可能となる。

１）ステップ１：データの分析（表２参照）

　Browder（2001）の評価システムでは、２週

間ごとに指導の結果を評価する。記録用紙の例は、

図３である。２週間の間に、６つの記録地点があ

るとよい。６つの記録数が必要なのは、前半後半

各３つずつを比べることで、指導を評価できるか

らです。

　図３の記録用紙は、記録をするだけでなく、そ

の結果を折れ線グラフに書き表すことができる。

　まず、ベースライン（プリテスト）として、最

低でも３つのデータが必要である。ベースライン

は、指導を開始する前の子どもの標的スキルのレ

ベルを表している。次に、指導を開始する。指導

も最低３回のデータ地点が必要である。このベー

スラインと指導の時の子どもの遂行レベルを比較

することで、指導の結果を評価することができる。

 子どもが学習達成の基準に到達したら、そのス

キルの維持、流暢性、スキルの他の行動への統合

など更に進んだ目標に進むことができる。

　子どものスキルが上達しているかどうかを決定

するためには、フェーズの平均と傾向に基づく。

Browder et al.（1989）によれば、直前のフェー

ズの正反応率と少なくとも５％の差がある場合、

子どもは進歩していると判断することができる。

それ以下の正反応率の増加は、支援方法を修正す

る必要がある。フェーズ間の傾向の違いを判定す

るために、四分割法などがある（Alberto, P. A., & 

Troutman, A. C., 1999）。

２）ステップ２　指導の結果の判定

 表３の判定基準は、Haring et al.（1980）、Browder 

et al.（1989）によるものである。一定期間の指

導の成果を判断する時の指針となる。

３）ステップ３　指導の見直し

 表４は、反応（Ｂ:Behaviorの頭文字）、先行条件（A:

Antecedent）、動機付け（Ｃ :Consequence）を見

直すことで、指導の改善を行うための指針を示し

ている。このほか、指導を改善する手立てとして

は、ＡＢＣ教育技法（山本・池田，2005）など

も参考になる。この表あるいはその他の手立てを

参考し、現在進行している指導を修正することに

よって、指導の効果を適正に保つことに努める必

要がある。
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Ⅲ．まとめと今後の課題
　本稿では、特別支援教育において、中重度の知

的障害のある者に対して、「自立や社会参加に向

けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、

障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応

じて適切な教育的支援を行う」ために、従来の個

別の指導計画の作成法に、エコロジカルな査定と

個人中心計画の手法を導入する試みを行った。今

後の課題は、以下の通りである。

１）今回のモデルを実際に使い、この手順の実用

化を図ることである。

２）エコロジカルな査定、本人中新計画、機能的

カリキュラム、指導計画など各構成要素のより詳

細で、具体的な手順を作成する。
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